様式１

　令和８年度有害鳥獣駆除依頼書
（提出日）令和８年４月１日
豊 田 市 長　様　(農業振興課) 
依頼者　団体名　　　豊田　　　　農事組合・自治区　　　上郷　　　　 地区
　　　　　　　　　　　　　　 住　所  〒999－9999
　　　　　　　　　　　　　　 　 豊田市　　西町　３－６０　　    　　           　　　
　　　　　　　　　　　　氏　名　
　　　　　 　　               　　　　豊田　太郎　　　　　　　　  　　　　　          　 　 

電　話　 　    000　－　0000   －　0000　              

	＜駆除場所＞
	＜駆除対象期間＞

	農事組合の区域
（自治区長による提出の場合は自治区の区域）
	令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日

	太枠内をご記入ください

	駆除対象鳥獣
	該当する鳥獣全てに☑して下さい。
☑イノシシ ☑シカ □サル ☑小獣（ハクビシンなど）☑鳥類（カラスなど）

	駆除をする　時の地元の　担 当 者

(年間を通して駆除場所全体に対応できる方を選任して下さい。)
	□ 依頼者と同じ　　☑ 依頼者以外（下欄に記入）

 住　所　〒999-9999　　　　 　豊田市　西町　99-60　　　　　　　　  　　　　     　　　　

 氏　名　　　西町　太郎              　　　　　　　　　 　　　　　　　

 連絡先（０５６５）99 -9999 　　　　   携帯 　　　090-9999-9999 　　　　 　 

	農事組合等が保有する捕獲おりの状況
	１　保有する捕獲おりの基数：イノシシ用(　１０　)基・小獣用(　２　)基
２　捕獲おりを管理する猟友会駆除員名
（　足助一郎、稲武五郎　 ）

	銃器、くくりわなによる駆除
	１　銃器による駆除　□希望する ☑希望しない（理由：住宅に近いから　）

　　　　　　　　※希望しない場合でも、はこわなで捕獲された獣類（小獣を除く）の止めさしの際に銃を使用する場合があります。また、鳥類は基本的に銃による駆除になりますので、駆除が必要な場合は「希望する」を選択してください。

２　くくりわなによる駆除　☑希望する　□希望しない

※くくりわなの設置及び見回りは猟友会駆除員が行います。

【注意点】

・駆除の実施にあたっては、猟友会駆除員・地元の担当者等で実施場所を協議し、安全を図って行ってください。

・駆除の実施前に、住民への周知を徹底し、事故防止に努めてください。

	【依頼者（農事組合等）の役割】猟友会駆除員の指揮・監督の下、以下の作業を行います。
①はこわなの設置、移動　　　　　　　　　　②子ども等が誤って入らないための表示と周知

③毎日の見回り、エサの供給　　　　　　　　④はこわなに入った際の猟友会駆除員への連絡

⑤猟友会による止めさし後の埋設等処理


※ 本依頼書受付後、この依頼書の写しを猟友会（駆除部長及び支部長等）に送付します。
　 また、地元の担当者には、猟友会の駆除部長及び支部長等をお知らせしますので、捕獲おりの　　管理者と合わせて、具体的な駆除についてご相談ください。

【提出先・問合せ】豊田市農業振興課 農村担当（FAXによる提出可）
電話 ３４－６７８５／ FAX ３３－８１４９












 記 入 例 





農事組合長


※農事組合がない場合


は自治区長　　　





組合長











有害鳥獣駆除実施方法





イノシシ、シカ、サル、小獣、鳥類











猟　友　会


【役　割】


はこわなによる駆除


・指導、監督


・標示票の貼り付け


・止めさし





〈希望地区のみ〉


銃器による駆除


・班編成による駆除


くくりわなによる駆除


・くくりわなの設置


・見回り、止めさし





②駆除依頼書（写）





①駆除依頼書





農事組合


【役　割】


はこわなによる駆除


・はこわなの設置、移動


・はこわなの貸し出し申請


・見回り、エサの供給


・埋設など処理





〈希望地区のみ〉


銃器による駆除


・住民への広報、周知


くくりわなによる駆除


・埋設などの処理





③駆除依頼書（写）


※受付印を押印した駆除依頼書（写）を送付します





④駆除方法、駆除実施日等の協議





市








⑤駆除の実施





⑥実績報告





⑦はこわな設置、エサ代、埋設等 奨励金





委託








